
長寿命化改修等設計特記仕様書 

 

1 対象施設 

  対象施設：愛媛県立大洲農業高等学校食品化学科教棟 

 

２ 設計構想 

食品化学科教棟（RC造、２階建、延床 770㎡）については老朽化が進行していることか

ら、施設の長寿命化改修工事を実施する。 

また、２階既存実習室２室の再整備に係る工事を実施する。 

 

３ 業務対象 

 本設計委託業務においては、下表（ろ欄）に掲げる工種のうち（い欄）で指定した工種

のみを業務対象とする。 

 また、基本設計概要は（は欄）で掲げたとおりとし、詳細な改修内容、範囲、及び仕様

については《４》で後述するほか、監督員と協議のうえ決定するものとする。 

（い） （ろ） （は） 

業務 

対象 
工種 

基本設計概要 
（全て食品化学科教棟を対象とする） 

－ 屋上 ・屋上防水改修 

－ 屋根 ・カバー工法による屋根面の改修 

－ 外壁 ・ひび,爆裂部の補修 ・吹付塗装改修 ・外部建具更新 

〇 建具 ・廊下－教室間の間仕切り建具の更新 ・室内建具更新 

〇 内装 ・天井、床及び壁面における劣化進行部の補修、更新 

〇 流し ・人研ぎ流し外必要な箇所において更新 

－ 便所 ・和式便所の洋式化 ・自動水洗化 ・内装の乾式化 

－ 照明設備 ・LED化改修 

－ 給排水設備 ・不具合改善のために必要な改修 

－ 電気設備 ・不具合改善のために必要な改修 

○ 教室整備 
・２階既存実習室２室の再整備 

（教室整備に伴う各種設備の改修を含む） 

   

   

   

 

・ 上表に掲げる改修工事に不随する工事及び仮設計画に係る設計業務については、業務

対象に予め含むものとする 

・ 上表に掲げる改修工事が困難である場合は、監督員と協議のうえ方針を決定すること 

 

 

 



４ 各工種における改修仕様 

 各工種における標準的な改修仕様ついては次に示す通りとするが、既存部の状況に応じ

て最適な施工内容を検討すること。 

また、各工事における支障物については移設を原則とするが、移設が困難なもの、監督

員が処分しても構わないと判断したものについてはこの限りではない。 

 

① 屋上 

・ 原則としてシート防水によるカバー工法での改修を実施する 

・ 屋上工作物（手すり、設備架台、ハト小屋など）については、現地を確認のうえ必要

な改修を実施する 
 
② 屋根 

・ 原則としてカバー工法での改修を実施する 

・ 既存建築の構造計算書については、落札後に提示する 
 
③ 外壁 

・ ひび割れ、浮き、爆裂、欠損部の補修を実施する 

・ 表層については原則として既存部の仕様を準拠する 

・ 竪樋の更新または補強を行う 

・ 老朽化した外部建具の更新または建具周囲のシーリングの更新を行う 
 
④ 建具 

《教室と廊下を隔てる間仕切り建具》 

・ 老朽化した建具の更新を行う 

・ 木製のものは原則として鋼製建具へ更新する 

《内部建具》 

・ 老朽化した建具の更新を行う。 
 
⑤ 内装 

《天井》 

・ 仕上げ材の部分補修を原則とする。 

《床》 

・ 仕上げ材の種類に応じて下記のとおり改修を行う。 

‣木製フローリング部については全面研磨及び塗装仕上げとする。 

‣その他の床については劣化部の補修のみとする。 

‣必要に応じて廻り縁や巾木の改修を行う。 

《内壁》 

・ 既に安全性に支障が生じている箇所のみ、必要な部分補修を行う。 

・ 工事の中で施工数量調査などは実施しない。 
 

⑥ 流し 

・ 老朽化している、または衛生上不具合が生じている流しの改修を行う 

・ 人造石製（人研ぎ）の流しについては既存の状態に関わらずステンレス製への更新を

行う 

・ 既存流しが陶器あるいはステンレス製である場合、監督員と協議のうえ改修方針を決

定する 
 
⑦ 便所 

・ 和式便所の洋式化改修を行う 

・ 非接触方式への改修を行う（自動水洗化、感知式照明、感知式換気扇 など） 

・ 内装については原則として乾式とし、利用形態によっては湿式の採用も検証する 



・ 便座の配置換えに伴うトイレブースや間仕切り壁、建具等の改修を行う 
 
⑧ 照明設備 

・ 対象施設内における全ての照明設備の LED化を図る 

・ 外壁面に設置された照明も対象とする 

・ 関連施設（渡り廊下、駐輪場など）に設置された照明も対象とする 

・ 吊り下げ式の照明については、天井直付け式へ更新する 

⑨ 給排水設備 

・ 不具合が生じている箇所について必要な改修を行う 
 
➉ 電気設備 

・ 不具合が生じている箇所について必要な改修を行う 
 
⑪ 教室整備 

［既存実習室２室の再整備］ 

・ 対象となる教室の改修を行う 

・ 新たな利用形態に応じた内装及び設備改修工事を行う 

・ 下記に掲げるもののほか、別添のとおり設計を行う 

（参考改修例） 

‣ レイアウト変更（概要図に準ずる） 

‣ 恒温室の設置 

‣ 実験机の更新 

‣ 水道・電気・ガス配管の増設 

 

５ 改修箇所 

改修箇所については、落札後に実施する現地確認において確定するものとする。 

また、対象施設の既存図面及び各種点検結果等については落札後に提示するが、実施設計

にあたっては実測による確認を行うこと 

 

６ 石綿含有調査について 

 石綿含有調査について、次の通り定める 

・ 業務対象に内壁改修または外壁改修が含まれている場合においては、石綿含有調査に

係る経費については予定価格に含むものとする。（それぞれ２か所程度を想定） 

・ 上記以外で調査が必要となった場合は契約変更の対象とするが、必要性及び箇所数に

ついて監督員の承諾を得ること。 

・ 石綿の含有が疑われる建材のうち、手ばらしが可能なものについてはみなし建材とし

て取り扱うこと。 

・ 塗装面及び吹付面への石綿含有調査の方法について、下表のとおり定める 

採取箇所 １箇所につき３検体採取 

調査方法 JIS A 1481-1 

分析方法 定性分析 

 

７ 成果品について 

期日までに下記の資料一式（紙及び電子データ）を提出すること。とりまとめ方法、

様式等については、監督員と協議のうえ決定すること。 

・ 実施設計図面 

・ 実施設計書 

・ その他必要な資料 

積算資料（見積書、刊行物、カタログ等の写し など） 

各種調査報告書（必要な場合のみ） 

業務打合簿 



８ 留意点 

・ 作業動線及び作業エリアについては、施設利用者の安全性に配慮した計画とすること 

・ 原則として居ながら改修となるため、教育環境に配慮した工事手順を検討すること 

・ 施設内で実施する別途工事（または計画）との調整を図ること 

・ 設計にあたっては下記に示す手順のとおり行うこととする 

※ 中間協議を以て設計内容の確定を行うこと 

※ 中間協議の時期及び方法については契約後に定めることとする 

《受注者》 

・現地確認、調査 

・改修内容の検討 

・概算額の検討 

中間 

協議 

《発注者》 

・改修要望説明 

・予算額の提示 

・必要書類の交付 

《受注者》 

・実施設計 

 

《発注者》 

・校内調整 

 

契約 完成 

※契約後速やかに ※着手後～２,3 か月程度 ※中間協議後～ 


